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（目 的） 

第 １ 条 この規程は、社会福祉法人釧路愛育協会就業規程第２条に規定する総合職員（以下「職員」

という）の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（給与の種類） 

第 ２ 条 職員の給与は、次のとおりとする。 

 （１）俸給 

 （２）特殊業務手当 

 （３）扶養手当 

 （４）住宅手当 

 （５）通勤手当 

 （６）期末手当 

 （７）寒冷地手当 

 （８）時間外勤務手当 

 （９）休日勤務手当 

 （10）夜勤手当 

 （11）管理職手当 

 （12）職務手当 

 （13）他の規程で定める手当 

 

（給与の増額、減額） 

第 ３ 条 前条に給与の増額、減額は、概ね国家公務員の支給額に準じて、適宜、改定する。 

 

（俸給の決定） 

第 ４ 条 職員の俸給は、就業規程第４０条の勤務に対する報酬であってその職務及び責任等を考慮 

 して理事長が決定する。 

２．俸給は月額とする。 

 

（俸給表） 

第 ５ 条 職員の俸給表は、概ね国家公務員の俸給表に準じて評議員会及び理事会において定める。 

２．俸給表の種類俸給表の適用範囲は、次のとおりとする。 

 （１）一般職（一）  園長、所長、副園長、教頭、事務員、保育士、保育教諭、生活支援員、職

業指導員、生活相談員、介護職員、支援員 

 （２）一般職（二）  調理員、用務員 

 （３）医療職（一）  管理栄養士、栄養士 

 （４）医療職（二）  看護師、准看護師、機能訓練指導員 

３．俸給表は、別表第１のとおりとする。 

 

（俸給の計算期間） 

第 ６ 条 俸給の計算期間は、当月の初日より末日までとする。 

 

（給与の支給） 

第 ７ 条 給与は、全額通貨をもって職員に直接支払うものとする。 

２．給与の支給日は次のとおりとする。 

     給与の種類                支 給 日                         

 

 

俸 給                 

特 殊 業 務 手 当                 
毎月          ２３日 

支給日が土曜、日曜、又は祝日等にあたる場

合は順次繰り上げて支給する 

 

 

 

 

－１－ 



     給与の種類                支 給 日                         

 

 

 

 

 

扶 養 手 当 

住 宅 手 当                 

通 勤 手 当 

時間外勤務手当                 

夜 勤 手 当                 

休 日 勤 務 手 当                 

管 理 職 手 当                 

寒 冷 地 手 当 

職 務 手 当 

毎月          ２３日 
支給日が土曜、日曜、又は祝日 

等にあたる場合は順次繰り上げ 

て支給する 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

期 末 手 当                 

                 

     ６月２３日 

毎年 

        １２月 ５日 

 

 

３．職員代表者と協定し、かつ、職員が希望するときは、第１項の規定にかかわらず、その指定する 

 金融機関（郵便局を除く）の口座に給与の一部又は全部を振り込むことができる。ただし、振込み 

 は、所定の給与支給日の午前１０時までに払出ができるよう措置するものとする。 

４．第２項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、給与の支給日前において繰り上げ又は分 

 割して支給することができる。 

 

（給与からの控除） 

第 ８ 条 法令に定めるものの外、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。 

 （１）職員共済会、北海道民間社会福祉事業職員共済会、職員親睦会、勤労者財産形成貯蓄、団体 

    保険等の掛け金 

 （２）職員給食利用料等 

 

（新採用職員の給与） 

第 ９ 条 新規採用職員のその月の給与は、発令の日より出勤日数に応じ日割り計算によって支給す 

 る。 

 俸給＋特殊業務手当 

                      ×出勤日数 

          ２３ 

 

（昇格又は降格に伴う俸給） 

第１０条 昇格又は降格による俸給は、発令の日より新たに決定した給与を支給する。 

 

（退職時の給与） 

第１１条 職員が退職したときは、勤務日数により日割り計算とする。ただし、死亡のときは当月分 

 の給与を支給する。 

 俸給＋特殊業務手当 

                     ×出勤日数 

          ２３ 

 

（給与の減額） 

第１２条 年次休暇の全日数を消化した者の給与は、その超えた日数について次のとおり減額する。 

  俸給＋特殊業務手当  

                      ×欠勤日数 

          ２３ 

 

２．特別休暇の全日数を消化、又は勤務時間の短縮をした者の給与は、その超えた時間もしくは短縮 

 した時間について次のとおり減額する。 

－２－ 



  俸給＋特殊業務手当 

                        ×時間数 

          ２３×７．５ 

３．無断欠勤と認めた場合は次のとおり減額する。 

    俸給＋特殊業務手当 

                        ×回 数 

            ２３ 

４．前項各項の減額は、翌月の給与支給日に行う。ただし、その翌月分の俸給と特殊業務手当の合算 

 額の１００分の４０を超えない額とする。 

 

（職務の級） 

第１３条 職員の職務の級は、次のとおりとする。 

 （１）一般職（一） １級より７級まで 

 （２）一般職（二） １級より３級まで 

 （３）医療職（一） １級より５級まで 

 （４）医療職（二） １級より５級まで 

 

（産前産後休暇による長期欠勤者の給与） 

第１４条 産前産後休暇により長期欠勤したときは、健康保険法第１０２条を適用する。 

 

（休職者の給与） 

第１５条 休職者の給与は、次の各号により支給する。 

 （１）私傷病により休職したときは、健康保険法第９９条を適用する 

 （２）刑事事件に関連して休職したときは、俸給、特殊業務手当、扶養手当、住宅手当の６割を支 

    給することができる 

 

（休業者の給与） 

第１６条 育児休業又は介護休業者の給与は、その期間中これを支給しないものとする。 

２．休業の開始又は終了が月の中途であるときは、その月の給与は日割り計算とし、第３項に規定す 

 る計算式に、出勤日数もしくは勤務時間を乗じて得た額を支給する。 

３．１日当りの金額及び１時間当りの金額は、次の各号に掲げる計算式により得た額とする。 

              俸給＋特殊業務手当 

 （１）１日当りの金額＝ 

                  ２３ 

              俸給＋特殊業務手当 

 （２）１時間当りの金額＝ 

               ２３×７．５ 

４．期末手当は、休業期間を除いた在職期間による期間率に応じて支給する。 

 

（職制上の級） 

第１７条 職制上の級の格付けは次のとおりとする。                                   

  級    １    ２    ３    ４    ５    ６    ７  

 

 

 

 

 一 

 般 

 職 

(一) 

係  員 主  任 係  長 課  長 

園  長 

所  長 

副 園 長 

園  長 

 

所  長 

園  長 

 

所  長 

 

 

 

    

 

 

－３－ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（初任給基準） 

第１８条 職員の初任給は、次のとおりとする。 

   職  種   学歴・免許    初任給  

  大 学 卒               １級15号俸  

 一般職（一） 短大・専門校卒 １級13号俸  

 一般職（二） 高  校  卒 １級20号俸  

 
医療職（一） 

大 学 卒               １級13号俸  

 短 大 卒               １級10号俸  

 
医療職（二） 

正 看 護 婦               １級９号俸  

 准 看 護 婦               １級６号俸  

 

（経験年数の加算） 

第１９条 職務の経験を有する者については、前条の初任給に次の経験年数換算により得た号俸を加 

 算することができる。ただし、学歴又は免許取得のための修学期間は経験年数に算入しないものと 

 する。 

        経       歴    換算率  

 社会福祉関係業務の 同種又は類似  １００％  

 在 職 期 間                   そ の 他                 ８０％  

 
その他の在職期間                   

同種又は類似   １００％  

 そ の 他                ７０％  

 無       職      ２５％  

 （１）期間の計算は、月数（端数切り捨て）で計算し経験６０カ月までは１５カ月で除し、それを 

    越えた経験月数のについては１８カ月で除す。なお、１年未満の端数については切り捨てる 

 （２）前号の換算により得た経験年数は、１年につき１号俸を加算する 

２．前項の加算により得た号俸が他の職員との均衡を著しく欠く場合は、その職務若しくは均衡を考 

慮して調整することができる。 

 

 

－４－ 

（昇 給） 

  級    １    ２    ３  

 

 

 

 

 一 

 般 

 職

(二) 

係  員 主  任 係  長 

 

 

 

 

 

  級    １    ２    ３    ４    ５  

 

 

 

 

 医 

 療 

 職 

(一) 

係  員 主  任 係  長 課  長 課  長 

 

 

 

 

 

  級    １    ２    ３    ４    ５  

 

 

 

 

 医 

 療 

 職 

(二) 

係  員 主  任 係  長 課  長 課  長 

 

 

 

 



第２０条 職員の昇給は、１年以上勤務した者に対して予算の範囲内で直近上位の号俸に昇給するこ 

 とができる。 

 昇給の基準日は、４月１日、７月１日、１０月１日、１月１日とする。 

２．私傷病、就業規程第１１条に規定する休職、第９章第１節及び第２節に規定する休業により欠勤 

 が６０日を越える者の昇給は、次のとおり延期する。ただし、公務災害は除く。 

       欠勤日数     延 期  

 

 

 

 

 ６０日以上（通算） 

  ８０日以上（通算） 

１００日以上（通算） 

１２０日以上（通算） 

 ３カ月延期 

 ６カ月延期 

  ９カ月延期 

１２カ月延期 

 

 

 

３．１年以上勤務した者に対して予算の範囲内及び直近上位３号俸の範囲内で、特に認められる事由

がある場合又は、他の職員との均衡を考慮して特別昇給することができる。 

 

（俸給表の決定） 

第２１条 俸給表の改定は概ね国家公務員に準じて評議員会及び理事会において決定する。 

 

（職務級の変更） 

第２２条 昇格又は降格した者については、第１７条に規定する職制上の級に基づいて格付けする。 

２．職務級の変更は、次のとおりとする。 

 （１）昇格する場合は、直近上位の額とする。 

 （２）降格する場合は、直近下位の額とする。 

３．昇格、昇給等の要件については、別表第１０のとおりとする。 

４．同一級で号俸が最高号俸に達したときは、直近下位の号俸との差額を加算して決定することがで

きる。 

 

（採用後の昇給・降給の特例） 

第２３条 採用後次の各号の一に該当した場合は、１号俸昇給させることができる。 

 （１）中卒の者で高校を卒業した者 

 （２）高卒の者で短大・専門校を卒業した者 

 （３）高卒の者で大学を卒業した者 

 （４）短大・専門校卒の者で大学を卒業した者 

２．昇格した者、又は俸給が他の職員との均衡を著しく欠く場合は、その職務を勘案し若しくは均衡 

 を考慮して上位又は下位の号俸に変更することができる。 

 

（特殊業務手当） 

第２４条 特殊業務手当は、社会福祉法人釧愛育協会（以下「法人」という。）が設置経営する施設

に勤務する介護職員、支援員、相談支援専門員、生活相談員、生活支援員、職業指導員、保育教諭、

看護師・准看護師、管理栄養士に支給する。 

２．私傷病又は業務災害による欠勤が３０日を超える場合は、欠勤したその日を起算日として３１日 

目から勤務開始する日までの期間、これを支給しない。 

３．産前産後休暇により欠勤する場合は、欠勤したその日から勤務開始する日までの期間、これを支 

給しない。 

４．ただし、産前産後休暇の開始日又は私傷病による欠勤が月の中途で３０日を超える場合若しくは 

職務に復帰したときは、日割計算とする。 

５．日割りの計算式は次のとおりとする。 

   特殊業務手当  

                    ×出勤日数 

    ２３ 

－５- 

６．支給率及び金額は別表第９のとおりとする。 



 

（扶養手当） 

第２５条 扶養手当は、扶養親族を有する職員に支給する。扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他 

 に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者をいう。 

 （１）配偶者（届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

 （２）満１５才に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子及び孫 

 （３）満１５才に達する日以後の最初の４月１日から満２２才に達する日以後の最初３月３１日ま 

    での間にある子及び孫 

 （４）満６０才以上の父母及び祖父母 

 （５）重度心身障害者 

２．次の各号の一に該当する者は、扶養親族とすることができない。 

 （１）他から扶養手当に相当する手当を受けている者（児童手当法による児童手当を受けている者 

    を除く） 

 （２）その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が別表第２－２に定める額以上である者 

３．新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は次の各号の一に該当する事実が生じたときは、 

 直ちに様式第１号により届け出なければならない。 

 （１）扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合 

 （２）扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合 

 （３）扶養親族を有する職員がこれを更新する場合 

４．前項（３）に規定する届け出は、毎年４月１日とする。 

５．扶養手当の支給は、次のとおりとする。 

 （１）新たに職員となった者に扶養親族がある場合は、その者が職員となった日の属する月の翌月 

    （その日が月の初日であるときは、その日の属する月）より開始する 

 （２）現に勤務している職員、及び扶養手当を受けている職員が更に第３項（１）に掲げる事実が 

    生じた場合は、その日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する 

    月）より開始又は改定する 

 （３）退職又は死亡、及び第３項（２）に掲げる事実が生じた場合は、その日の属する月をもって 

    終わる 

６．支給金額は、別表第２－１のとおりとする。 

 

（住宅手当） 

第２６条 住宅手当は、世帯主である職員で賃貸住宅に居住し賃料を支払っている者、又は自己所有 

 の住宅に居住する者であって、新築又は購入後５年を経過していない者に支給する。 

２．職員は、前項による住居の現況及び住居の変更又は賃料に変更があった場合は、様式第２号によ 

 り届け出なければならない。 

３．前項の届け出があったときは、手当の額を決定し又は変更し事実の生じた日の属する月の翌月 

 （その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始又は変更する。 

４．職員が退職又は死亡したときは、その日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の 

 属する月の前月）をもって終わる。 

５．支給金額は、別表第５のとおりとする。 

 

（通勤手当） 

第２７条 通勤手当は、勤務地までの通勤距離が片道２㎞以上で次の各号に掲げる職員に支給する。 

 （１）通勤のため日常交通機関を利用し、その運賃を負担する者 

 （２）通勤のため日常自動車及び自転車等を使用する者 

２．職員は、新たに前各号の要件を具備するに至ったとき、又は住居の移動、新たな道路の開通等

に 

 よる通勤経路もしくは通勤方法の変更及び交通機関の運賃に変更があった場合は、様式第３号によ 

 り直ちに届け出なければならない。 

－６－ 

３．通勤手当の支給は次のとおりとする。 



 （１）就職、退職、休職、長期欠勤等により月の中途より勤務するときは日割り計算とする また、

有給休暇の取得により、月の所定勤務日数の２分の１を下回ったときは日割り計算とする 

 （２）通勤手当を支給されている職員が住居の移動、通勤経路変更又は交通機関の運賃に変更があ 

    った場合は、その日より支給の変更をする 

 （３）日割りの計算式は次のとおりとする 

    通勤手当   

                  ×出勤日数 

          ２３ 

 （４）日常交通機関を利用し運賃を負担する者は、定期券を提示しなければならない 

 （５）通勤手当の支給金額は別表第６のとおりとする 

 （６）業務の都合により前項の規定によりがたいときは別に定める額を支給することができる 

 （７）１カ月全休（有給休暇、無給休暇を含む）の場合は支給しない 

 

（期末手当） 

第２８条 期末手当の支給基準日は、毎年６月１日、１２月１日とし、基準日に在職する 

職員に対し支給する。 

２．期末手当は、それぞれの基準日において職員が受ける俸給、扶養手当の合計額に定率を乗じ、 

さらに基準日前６カ月における在職期間に応じて得た額とする。 

３．期間率は、次のとおりとする。                                                   

   在職期間における出勤率    支 給 率  

 

 

 

 

出勤率９０％以上 

      ７０％以上９０％未満 

      ５０％以上７０％未満 

      ３０％以上５０％未満 

   ３０％未満 

１００分の１００ 

１００分の ８０ 

１００分の ６０ 

１００分の ３０ 

１００分の  ０ 

 

 

 

４．公務災害により欠勤した期間は、３０日間については全日数を出勤扱いとし、３１日目からの在

職期間についてはその全日数の６割を出勤扱いとする。 

５．産前産後休暇又は私傷病により欠勤した期間及び休職期間にあっては、その全日数を欠勤とし、 

在職期間に算入しない。  

６．就業規程第９章に規定する休業の期間は、その全日数を在職期間に算入しない。 

７．支給率は、別表第３のとおりとする。 

８．年金を受給することとなった職員は、年金振込通知書等年金受給開始日がわかるものの写しを提

出しなければならない。 

９．年金を受給することとなった職員の期末手当額の算出は月割りとし、端数は切り上げとする。 

 

（寒冷地手当） 

第２９条 寒冷地手当は、毎年１１月から３月までの各月初日（以下「基準日」という。）に在職す 

 る職員に対して次の区分により支給する。 

 （１）世帯主（扶養親族を有する職員で主としてその職員の収入によって世帯の生計を支えている 

    者） 

 （２）準世帯主（扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構え又は下宿、寮等の一部を専用して 

    いる者） 

 （３）非世帯主（世帯主、準世帯主以外の職員） 

２．寒冷地手当の支給対象月の中途で採用となった職員のその月の寒冷地手当は、発令の日より出勤 

 日数により日割り計算によって支給する。 

３．寒冷地手当を受けている職員が月の中途で退職したときは、勤務日数により日割り計算とする。 

４．日割りの計算式は次のとおりとする。 

－７－ 

  寒冷地手当 

        ×出勤日数 



    ２３ 

５．支給金額は別表第４のとおりとする。 

 

（時間外勤務手当） 

第３０条 就業規程第４０条に規定する正規の勤務時間を超え、又は第４４条により勤務を命ぜられ

た職員に対して時間外勤務手当を支給する。ただし、管理職手当を受ける所轄の長に対しては、当

該施設よりの時間外勤務手当は支給しない。 

２．時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の合計時間数によって行い、１時間未 

 満の端数は３０分以上とし、３０分未満は切り捨てる。 

３．勤務１時間当たりの金額は、次に掲げる計算式により算出した額とする。 

            俸給＋特殊業務手当  

                                                          ＝１時間当たりの金額 

 （３６５－年間の総所定休日）×労働時間（７．５）÷１２ 

４．時間外勤務手当は、１か月の時間外労働時間数が60時間以下の場合は前項の１時間当たりの金額

の１００分の１２５に相当する額、60時間以上の場合は１００分の１５０に相当する額とする。 

５．命ぜられた勤務時間が深夜（２２時から５時）に及ぶ場合の時間外勤務手当は、その該当する時 

 間については第３項に規定する１時間当たりの金額の１００分の１５０に相当する額とする。 

 

（休日勤務手当） 

第３１条 休日において、正規の勤務時間の範囲内で勤務することを命ぜられた職員に対しては前条 

第３項に規定する１時間当たりの金額の１００分の１３５に相当する額を休日勤務手当として支  

 給する。 

２．命ぜられた勤務時間が深夜（２２時から５時）に及ぶ場合の時間外勤務手当は、その該当する時 

 間については前条第３項に規定する１時間当たりの金額の１００分の１６０に相当する額とする。 

３．前項の休日とは、就業規程第４７条に規定する休日をいう。 

 

（夜勤手当） 

第３２条 夜勤者には、１回当たり５，０００の額を夜勤手当として支給する。 

 

（管理職手当） 

第３３条 管理職手当は、当該施設を管理する所轄の長に対して俸給月額に、別表第７の定率を乗じ 

 て得た額を支給する。 

 

（職務手当） 

第３４条 職務手当は、当該施設において特別な任務を受けた管理職、法人本部職員に対して、別表

第８の額を支給する。 

２. 施設及び法人本部において、職を兼務する職員に対しても前項の額を支給する。 

 

 

附   則 

 

 

１．この規程は平成３１年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

－８－ 


